
済生会松阪総合病院 院内保育所運営費見積条件 

 

■見積条件について 

以下の想定人数、想定開園日数により月間委託費、年間委託費、内訳（詳細）を表示した

見積書を作成してください。（税抜き価格） 

① 月曜日から土曜日まで、午前 7 時 30 分から午後 7 時 30 分までの通常保育時間に

関しては開園時間の間、常時 50人預かるとする。（月間 26日） 

② 月曜日から土曜日まで、午後 7 時 30 分から午後 9 時 00 分までの延長保育時間に

関しては常時 4人預かるとする。（月間 26日） 

③ 夜間保育は毎回 3人預かるとし、保育士 2名体制とする。（月間 4回） 

内訳 

 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計 

月曜日～土曜日 

（通常保育時間） 
13人 16人 12人 7人 2人 0人 50人 

 

 

■運営委託に必要な費用等 

保育所運営に係る全ての経費（仕様書に準ずる）ならびに受託者運営経費（利益含む）、受

託者独自の特別運営内容等の全てを含む金額にて算出すること。病院から支払う委託料に

より保育所運営をすること。 

 

■コンサルティング費用 

保育所開園に際し準備期間に伴うコンサルティング費用が掛かる場合は費用を記載するこ

と。 

 

■保育に従事する職員について 

すべて保育士有資格者とする。 

 

■その他詳細 

済生会松阪総合病院運営仕様書による。 

 

 

想定人数、想定開園日数は利用されるお子様の年齢、人数に変動があるため実際の運営と

は違うこともあり得ることとする。 

 


